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しだれ栗森林公園指定管理者仕様書 

 

１．目  的 

この仕様書は、しだれ栗森林公園の管理業務等を実施するための仕様を示すものである。指定管理者は、業務の

遂行に当たり公の施設としての性格を十分認識し、日常又は定期に必要な保守・点検業務を行い、快適な環境をつく

るとともに、しだれ栗森林公園を常に最良の状態に維持し、施設の恒久化に努めるものとする。 
 
２．業務名    しだれ栗森林公園管理・運営業務 
 
３．業務場所  辰野町大字小野字楡沢５９８３番地１ 
 
４．施設概要 

施    設 

総合案内所（管理棟）１棟、バンガロー ５人用２棟、８人用４棟、オートキャビン １０人用３棟、 

キャンプハウス １３人用１棟、１５人用１棟、オートキャンプ場 ２４箇所、フリーサイト １箇所、 

コインシャワー １棟、トイレ ３棟、バーベキュー広場 １箇所、水道施設、排水施設、林間広場 

パターゴルフ場、マレットゴルフ場、焼肉ハウス １棟、遊具 １式 

設置年月日     当初昭和５７年４月１日 現在施設完成 平成７年４月１日 

事業の内容 ・ しだれ栗森林公園運営・管理 

 

５．指定期間    

指定管理者が管理する期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 
 
６．管理における基本的な考え方 

（１） 公の施設であることを念頭において、公平な管理運営を行うこととし、特定の個人・団体等に有利あるいは不利に

なる運営をしないこと。特にしだれ栗は、町木に指定され、その自生地は国の天然記念物であり、一帯は県立公園に

含まれていることに配慮すること。 

（２） 事業計画書等に基づき、利用者が快適に施設を利用できるよう適正な管理運営を行うとともに、管理運営経費の

節減に努めること。 

（３） 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていくこと。 

（４） 省エネルギーに努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、環境に配慮した管理を行うこと。 

（５） 辰野町と密接に連携を図りながら、管理運営を行うこと。 

 

Ⅰ． 管理業務に関する事項 

１．施設の利用時間及び休園日 

利用時間及び休園日は、次表のとおりとする。ただし、指定管理者は、町長の承認を得て、利用時間及び休園日を

変更することができる。 

 

施設の種類 利用時間 休園日 

しだれ栗森林公園 

○ しだれ栗森林公園施設  

正午から翌日の午前１１時まで 

○ しだれ栗森林公園  

午前９時から午後５時まで 

○ 冬期休園日  

１２月１日から翌年３月３１日まで 

○ 臨時休園日  

町長の承認を得た日 

 

２．利用料金 

  ○しだれ栗森林公園 

（１） しだれ栗森林公園（以下「森林公園」という。）の利用に係る利用料金は、「利用料金制」を採用し、指定管理者の

収入とする。 
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（２） 利用料金は、辰野町使用料条例（平成１２年辰野町条例第３９号）別表に定める使用料を利用料金に読み替え、同表に

定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、指定管理者が定め、森林公園の利用者から徴収する。 

（別表） 

 

（３） 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、しだれ栗森林公園施設の利用に係る料金を減

免することができる。 

 

３．業務の範囲 

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 施設、設備及び器具（以下「施設等」という。）の維持管理に関すること 

① 施設の施錠、開錠 

② 施設等の保守点検、修理及び清掃  

③ 施設等の警備（休日、夜間を含む） 

（２） 施設等の利用の許可に関すること 

 ① 施設の利用受付 

② 利用料金の徴収、減額、免除 

③ 利用者の記録統計事務 

④ 利用者等の応接  

（３） 利用の促進に関すること 

① 広報活動の実施 

② イベント等の開催  

（４） 設置目的に適合する自主事業の企画及び実施に関すること 

（５） 施設の安全な運営に関すること 

① 防火管理 

② 館内における危険行為に対する注意 

③ 事故防止への指導 

④ 施設等の安全点検 

⑤ 緊急時における関係機関への通報 

⑥ 救護準備、防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置  

⑦ 来館者の避難誘導 

（６） 施設等に係る経費（電気料金、電話料金、水道保守点検委託料等）の支払に関すること 

区  分 単位 料金 

オートキャンプ場 １日１サイト ３，０００円    

バンガロー 
８人用１棟 ７，０００円    

５人用１棟 ５，０００円    

オートキャビン ガストイレ付 １１，０００円    

キャンプハウス 
みわけ荘１棟（日帰は１/３） ９，０００円    

てんぐ荘１棟（日帰は１/３） １５，０００円    

キャンプ場 １日１サイト ２，０００円    

テント貸出料 １張 １，０００円    

ガス １口 ７００円    

鉄板 １枚 ３００円    

毛布 ２枚１組 ２００円    

シャワー使用料 １回 １００円    

薪 １束 時価（円）    

パターゴルフ場 
一般 １，５００円    

小・中学生 １，０００円    

マレットゴルフ場 
１人 １００円    

道具１式 ２００円    
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（７） 管理業務・経営状況に関する報告書の作成及び提出 

 

４．管理区域 

指定管理者が管理を行う区域は別紙位置図の区域とする。（天然記念物指定に係るシダレクリ自生地を除く。） 

 

５．関係法令等の遵守 

指定管理者は、業務の内容及び公共性を十分認識したうえ、施設の運営及び維持管理を十分に達成できるように、

条例、規則、要綱、各関係法令、その他関係書類に基づき、安全かつ能率的に業務を履行しなければならない。 

 

６．協定の締結 

指定管理者の業務の実施にあたって、町は、辰野町指定管理者制度に関する基本方針に定める事項等について

指定管理者と協定を締結する。 

 

７．損害賠償 

町に施設設置者として瑕疵があって、指定管理者または第三者に損害を与えた場合は、町が損害賠償責任を負う

ものとする。 

但し、その損害が指定管理者の責任に起因したものについては、町が指定管理者に求償できるものとする。 

 

８．森林公園の利用許可及び不許可 

（１） 森林公園の施設設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。 

（２） 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。 

① 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

② 森林公園の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力団その他集団的

に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 

④ 前３号に掲げる場合のほか、森林公園の管理上支障があると認められる者。 

 

９．利用の制限 

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園からの退去を命ずることができる。 

①森林公園の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者 

② 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食する者 

③ 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者 

④ 前３号に掲げる者のほか、森林公園の管理上支障があると認められる者 

 

１０．自主事業 

施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、管理者の責任と費用により、自主事業を

実施することができる。 

 

１１．管理運営経費について 

（１）管理運営に係る経費に関すること 

① 指定管理者は、管理運営業務に必要な経費を、町が支払う指定管理料、利用料金及び自主事業の収入によっ

て賄うものとする。  

② 指定管理料の額及び支払いの方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支計画書に基づき、年度ごと

の予算の範囲内で町と指定管理者が協議し、双方で締結する協定において定めるものとする。 

③ 経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理するものとする。 

④ 事業報告において協定締結時の収支計画を超える収益を生じたときは、当該超過収益（増収分）の２０％に相当

する額を町に納付するものとする。  

⑤ 天災その他特別の事由が生じたときは、指定管理者又は町は指定管理料の変更を申し出ることができるものと

し、変更の額等については双方協議して定めるものとする。 
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（２）指定期間を超える契約は締結できないものとする。また、指定期間内であっても、指定管理者の責めに帰すべき事

由による指定の取り消しおよび業務停止の場合、その損害についてはすべて指定管理者が賠償するものとする。  

（３）指定期間内の単年度毎に、施設の管理運営に係る経費の収支状況を作成し、提出すること。提出書類は以下のと

おりとする。 

① 利用料金の収入実績  

② 管理経費の収支状況 

③ その他、経費の収支に関する町が必要とする帳簿及び帳票類  

 

１２．業務従事者と資格要件 

（１） 指定管理者は、森林公園の管理業務に従事させる職員（以下「職員」という。）を確保するほか、管理業務の処理

に必要な体制（緊急時を含む。）を整備しなければならない。 

（２） 指定管理者は、協定締結後ただちに統括責任者１名を選任し、必要書類とともに町に届け出なければならない。 

（３） 指定管理者は、職員の名簿に資格(防火管理者等)・経歴等を記載し、町に提出しなければならない。職員に異動

があった場合も、同様とする。 

（４） 指定管理者は、職員に対して、管理業務の遂行に必要な研修を実施すること。  

（５） 利用時間内の従事者数は施設での事故及び火災発生時緊急時に対応できる人数とすること。 

（６） 指定管理者は、管理業務の処理に関して事故（人身事故、施設等の破損事故等）が生じたときは、必要な応急措

置を講じるとともに、直ちに町に報告し、その対処方法について、町と協議しなければならない。  

（７） 指定管理者及びその職員は、管理業務の処理において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。指定期間

が終了した後も、また職員が退職した後も同様とする。 

  

１３．統括責任者の職務 

統括責任者の職務は次のとおりとする。  

（１） 施設の効率的、効果的な管理運営を安定して行うこと。 

（２） 町と指定管理者間の調整に関すること。 

（３） 現場における従業員の指揮監督に関すること。 

（４） 適切な管理・運営に資するための従業員の技術・マナーの向上に関すること。 

（５） 事故・労働災害の防止に関すること。 

（６） 各種報告書の提出。 

（７） その他指示事項に対する処置及び報告等。 

 

１４．管理業務・経営状況に関する報告 

（１） 指定管理者は、管理業務に関して、別に会計を設け、経理を明確にしなければならない。 

（２） 指定管理者は、辰野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年辰野町条例第２５号。

以下「指定手続条例」という。）第１２条の規定に基づき、毎年度、管理業務報告書を作成し、町長に提出しなけれ

ばならない。  

（３） 指定管理者は、経営状況を明らかにする書類を作成・具備し、指定手続条例第１１条の規定に基づく町の求めに

応じ、これを提示しなければならない。  

（４） 上記のほか、次の統計を作成し、提出すること。提出期限、様式は、町と指定管理者で協議のうえ決定する。 

① 利用者数に関する統計（日別・月別）  

② 利用料金（割引・減免）に関する統計（日別・月別）  

 

１５．防火管理 

次に掲げる点検を点検資格者に依頼し、その結果を維持台帳に記録、保管するとともに、上伊那広域消防本部辰野

消防署長に報告すること。 

（１） 消防用設備機器点検    （６ヶ月に１回以上） 

 

１６．業務の再委託等の禁止 

指定管理者が行う管理業務の全部又は主要な部分の処理を第三者に請け負わせ、または委託してはならない。た

だし、設備点検、清掃、警備等一部の業務について町の承認を受けたときは、この限りでない。 
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１７．個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の適正管理に関して辰野町個人情報保護条例（平成１１年辰野町条例第２９号）に定める

個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。  

 

１８．情報公開への対応  

指定管理者は、辰野町情報公開条例（平成１１年辰野町条例第２８号）の趣旨にのっとり、管理業務に関して保有す

る情報の公開を行うために必要な処置を講ずるように努めなければならない。  

 

１９．提出書類 

指定管理者は、協定締結後次の書類を提出しなければならない。  

（１） 統括責任者選任届  

（２） 業務従事者名簿（経歴・資格等を含む。）  

（３） 職務分担表（配置計画・シフト表）  

（４） 緊急時の体制マニュアル（緊急連絡体制表及び非常時出動体制表）  

（５） その他町が指示する書類 
 
２０．備品等について 

（１） 別表２に示す備品等は、町が無償で貸与する。また、緊急に備え在庫している部品についても使用できるが、使用

分については補充しておくこと。  

（２） ２０万円以上の町の備品の買換え及び修繕は、町の費用負担とし、町への帰属とする。 

（３） ２０万円未満の町の備品の買換え及び修繕は、指定管理者の費用負担とし、町への帰属とする。 

（４） 前２項によらず、指定管理者が新たに備品を備え付けようとする場合（指定管理者が費用負担し、指定管理者へ

帰属するもの）及びその備品を撤去する場合は、あらかじめ町と協議しなければならない。 
 
２１．事務室等の利用等 

業務に必要な施設（事務室、便所等）は、指定期間中、指定管理者が無償で使用できる。 

但し、使用にあたっては、節水、節電に努めるものとし、使用により損傷を与えた場合は、指定管理者の責任で弁償

しなければならない。 
 
２２．協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場

合は町と協議して決定することとする。 

 

２３．指定期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了後若しくは指定の取消等により、次期指定管理者へ業務を引き継ぐ際は、円滑かつ

支障なく本施設の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供するものとする。 

 

２４．その他 

（１） 指定管理者は、管理業務を開始する日までに、前指定管理者から事務引継を受けること。 

（２） 指定管理者は、管理業務の遂行に当たり、関係団体との連携・協力に努めること。 

（３） 事業所税等の課税対象となる場合は、指定管理者において対応すること。 

 

Ⅱ．保守管理業務に関する事項 

指定管理者が行う特記すべき最低限の保守管理業務は次のとおりです。 

１．清掃 

（１） 常時清掃 

以下の清掃業務について、毎日１回以上行うこと。 

① バンガロー、オートキャビン、キャンプハウス、トイレ（3棟）、管理棟の清掃 
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（２） 定期清掃 

①以下の清掃業務について、毎週１回以上行うこと。      

コインシャワーの清掃（ただし、繁忙期はこの限りではない） 

②以下の清掃業務について、毎月２回以上行うこと。     

しだれ栗森林公園区域内の見回り点検（ただし、繁忙期はこの限りではない） 

 

２．衛生 

（１） 水道施設は、月１回水質検査を行い、基準に適合しない場合には、直ちに適切な措置を講じるとともに、その旨を

町長に届け出ること。 

（２） コインシャワーは、年１回水質検査を行い、基準に適合しない場合には、直ちに適切な措置を講じるとともに、その

旨を町長に届け出ること。 

 

３．消防 

消防法の規定に従い、点検をすること。     保有設備 ：消火器 

 

４．警備 

（１） 火災に対する適切な対応を図ること。 

① 火災を発見した時の通報及び消火活動その他の処置 

② 消防署・町及び地権者への通報及び連絡 

（２） 防犯に対する適切な対応を図ること。 

① 侵入者等の潜伏・徘徊を発見した時の処置 

② 警察署・町及び地権者への通報及び連絡 

（３） 休園日及び閉園時間においても適切な対応を図ること。 

 

５．第三者への賠償及び火災保険 

（１） 町に施設設置者として瑕疵があって指定管理者または、第三者に損害を与えた場合は、町が損害賠償責任を負

うものとする。 

但し、その損害が指定管理者の責任に起因したものについては、町が指定管理者に求償できるものとする。 

 （２） 業務に実施にあたり、指定管理者は町が付保する火災保険の費用を負担すること。 

 

６．施設設備及び物品 

（１） 業務の内容 

施設概要の施設一覧に記載する設備について、保守点検を実施すること。 

なお、施設の運営に支障を来さないよう、各種備品の管理を行い、破損又は不具合等が生じたものは随時更新す

ること。 

（２） 物品の管理等 

① 指定管理者が利用料金等で購入した物品は、町の所有に属すること。 

② 指定管理者は、その保管する物品を整理し、第１章「２０．備品等について」に定めるほか、購入及び廃棄等の異

動について町へ報告すること。 

  なお、主な備品については別表２「しだれ栗森林公園備品一覧」のとおりであること。 

 

７．施設等の補修・修繕 

施設及び設備は、正常に維持し、適正な利用に供するよう日常的な保守点検を行い、必要に応じて施設の補修・修

繕や部品交換を行うこと。  

但し、経年劣化による施設・設備・外構の維持補修については、町の負担とする。 

指定管理者の行う業務は、原則として以下のとおりとする。 
 

① 指定管理者の発意により行う施設・設備・外構の改良、維持補修  

② 施設・設備・外構の保守点検（法定点検及び日常のメンテナンス） 
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③ 事故・火災による施設・設備・外構の維持補修（第三者または町に起因するものは除く） 

④ 経年劣化による町の備品の修理・修繕（１件２０万円未満） 

⑤ 町が行う施設・設備・外構の維持補修について協力をすること 

 

８．関係書類の整備 

保守管理に当たっては、業務日誌、作業記録などの業務関係書類を作成し保管するものとする。 

 

９．事故・故障等異常時の措置 

施設内において、事故又は故障が発生したときは、町に報告し、指示を受け必要な措置を講ずるものとする。 

ただし、緊急を要する場合又は軽微な事故・故障の場合は、指定管理者において必要な措置を講ずるとともに、町に

速やかに報告するものとする。 

 

Ⅲ．町と指定管理者の責任の分担 

町と指定管理者との責任分担は、原則として次表に定めるとおりとする。ただし、同表に定めのない事項及び疑義を

生じた事項については、町と指定管理者が協議して定めるものとする。 
 

項 目 事       項 内                              容 

負 担 者 

指定

管理

者 

辰 

野 

町 

共 

通 

事 

項 

法令・制度の改正  事業運営に影響のある法令・制度の改正  ○ 

税制の改正 
消費税の税率の変更  ○ 

法人税その他事業に影響を及ぼす税率の変更 ○  

物価・金利の変動 物価・金利の変動   ※著しい変動があった場合は双方協議し決定 ○  

資金の調達 必要な資金の確保 ○  

周辺地域、住民、使用者へ

の対応 

事業運営に係る使用者、地域住民等からの苦情対応及び地域との協調  ○  

施設の設置及び指定管理者制度の適用に関する苦情対応   ○ 

安全性の確保 施設の運営・維持管理に係る安全性の確保及び周辺環境の保全（応急措置を含む。）  ○  

第三者への賠償 
施設運営・維持補修において第三者に損害を与えた場合  ○  

施設自体の瑕疵により第三者に損害を与えた場合   ○ 

申請 申請の費用 申請に係る費用の負担 ○  

準備 引継の費用  
施設運営の引継費用 ○  

施設の引渡しに係る原状回復費用 ○  

管 

理 

運 

営 

事業の遅延・中止 

町の責任による遅延・中止  ○ 

法令その他の制度の変更等により町の建物所有が困難になったことによる中止  ○ 

指定管理者の責任による遅延・中止 ○  

指定管理者の事業の放棄・破綻 ○  

減免制度 減免制度の対象者の拡大  ○ 

天災等による事業中止 大規模な災害等による事業中止   ○ 

市場の変化 利用者の減少、競合施設の増加等による収入源、経営不振 ○  

自主事業 
自主事業の実施に伴う損害の賠償 ○  

自主事業の実施に伴う苦情対応 ○  
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維 

持 

管 

理 

維持補修 

指定管理者の発意により行う施設・設備・外構の改良、維持補修 ○  

町の発意により行う施設・設備・外構の改良、維持補修   ○ 

施設・設備・外構の保守点検（法定点検及び日常のメンテナンス）  ○  

経年劣化による施設・設備・外構の維持補修   ○ 

事故・火災による施設・設備・外構の維持補修（第三者または町に起因するものは除く）  ○  

天災その他不可抗力による施設躯体、設備の損壊復旧   ○ 

法令の改正により必要となった施設躯体・設備の維持補修  ○ 

修理修繕 
経年劣化による町の備品の修理・修繕     （１件２０万円未満） ○  

経年劣化による町の備品の修理・修繕     （１件２０万円以上）   ○ 

 


